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平

成
二
十
七
年

五

月
二
十
九
日

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
企
画
課)

一
ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

水

谷

邦

照

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

運
転
免
許｣

を｢

運
転
免
許
等｣

に
、｢

第
二
十
四
条｣

を｢

第
二
十
四
条
の
二｣

に
改

め
る
。

｢

第
六
章

運
転
免
許｣

を｢

第
六
章

運
転
免
許
等｣

に
改
め
る
。

第
六
章
中
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令)

第
二
十
四
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
法
第
百
八
条
の
三
の
四
に
規
定
す
る
危
険
行
為(

以
下｢

危
険

行
為｣

と
い
う
。)

を
し
た
自
転
車
運
転
者
で
あ
つ
て
、
当
該
危
険
行
為
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
前
の
日
以
後
に
危
険
行
為
を
し
た
も
の
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
三
月
以
内
に
法

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
講
習(

以
下｢

自
転
車
運
転
者
講
習｣

と
い
う
。)

を

受
講
す
る
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

身
体
の
障
害
等
に
よ
り
、
自
転
車
の
運
転
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
後
初
め
て
し
た
危
険
行
為
で
あ
る
場
合

附

則
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日



１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
自
転
車
の
運
転
に
関
し

て
し
た
危
険
行
為
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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